
～最近の認知症関連の話題から～ 

 

今回は、認知症関連の話題を二つ。 

★一つめ。2017年4月26日～4月29日、ADI(国際アルツハイマー病協会)国際会議が、京都市で開催されまし

た。新聞報道などによりますと、世界各地70か国から、地域の方も含め約4000人（認知症の方が約200人）が

参加されたようです。認知症本人やその家族が登壇し、認知症の人とともに生きる社会づくりを訴えました。 

  「認知症でなく人をみてほしい」 

「認知症もひとり一人違う」 

「認知症は、支援されるばかりでなく、支援したり教えたりすることもできる」 

                             ～2017年4月28日 朝日新聞記事より～ 

 
★もうひとつ。平成 29年 3月 12日より改正道路交

通法が施行され、75歳以上の方の運転免許制度がかわ

りました。認知機能検査で、「認知症のおそれがある」

と判断された方は、違反の有無にかかわらず、医療機

関での診察をうけることが義務付けられました。“認

知症”と診断されると、免許停止や取り消しの処分が

下される可能性があります。   

運転技術に自信がない場合は、運転免許証を自主返

納することができますが、買い物や通院などの日常生

活に支障をきたすのは必至です。免許証を返納後、申

請すれば運転経歴証明書を発行してもらえます。この

証明書があれば、タクシー運賃などが割引になり優遇

をうけられますが、まだまだ特典の種類も少ないのが

現状です。 

昨今、高齢者ドライバーの事故は多くなってきてい

ます。この機会に自動車運転について、ご家族で話し

あってみてはいかがでしょうか？詳しくは、徳島県警

察のホームページ(HP)をご覧ください。 

（院長 笠松 哲司） 
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近年、重症心身障害児（者）の医療ケアが高度化し、その看護度が増していますが、必要な医療ケアをス

コア化して重症度を判定するものが“超重症児スコア”と呼ばれます。超（準超）重症児さんとは、医学的

管理下に置かなければ、呼吸をすることも栄養を摂ることも困難な状態にあるお子さんを差します。超重症

児スコアは、呼吸管理や食事機能などについてスコアを算定することで、客観的に重症度を判定するひとつ

の指標になっています。 

 

 今年度に入り、当クリニックの小児科にも数人の在宅患者さんの紹介が続きました。気管切開をしている

お子さん、人工呼吸器を使用しているお子さん、在宅酸素を使用しているお子さん、胃瘻から経管栄養を行

っているお子さん。スコアを計算すると超重症児さんに当てはまる方もおられます。 

 また、この他にも訪問診療、訪問看護・介護など様々なサービスを利用しなければ、在宅での療養が非常

に難しい患者さんもおられます。 

 

 小児の患者さんの場合は、教育現場や行政担当者さんとの連携も必須です。多職種のスタッフのご協力の

もと、長期の入院から無事にご自宅に退院され、まずは在宅療養がスタートできたことを嬉しく思います。 

 まだまだ十分とは言えない小児在宅医療体制ですが、少しずつ「顔の見えるネットワーク」も拡がってい

ます。連携を取りながら、重症児さんのサポートをしていければと思います。 

とはいえ、小児の患者さんにいちばん身近であろうと思われる吸引器ですが、皆さん各々が退院時に支給

されたコネクターやカテーテルがバラバラで…(-_-;)。ここ数日、同じような形のコネクター数種類とにら

めっこの日々でした（笑）。物品管理も統一化していけないものでしょうか…？なにごとも経験して勉強です。        

（小児科 笠松 由華） 
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